
 

土砂災害警戒情報の解除に伴う千葉市の対応について、お知らせします。 

 

１ 避難指示の解除 

千葉市内に発表されていた土砂災害警戒情報が解除されたことから、市域に発令してい

た避難指示を令和６年９月３日（火）１１：３０をもって、解除しました。 

 ・対象地域 

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、基礎調査予定箇所 

・対象世帯 

【中央区】 ２，９３１世帯、６，４４６人  

【花見川区】２，４１９世帯、５，２７２人 

【稲毛区】 ２，６２１世帯、５，７６６人  

【若葉区】 ２，１７９世帯、４，７７８人  

【緑区】  １，４９９世帯、３，１７４人 

 

２ 避難所の閉鎖 

令和６年９月３日（火）１１：３０をもって以下の避難所を閉鎖しましたので、お知ら

せします。 

公民館３９カ所 

【中央区】 松ケ丘公民館、新宿公民館、葛城公民館、末広公民館、椿森公民館、 

川戸公民館、星久喜公民館、生浜公民館、宮崎公民館 

【花見川区】花園公民館、幕張公民館、犢橋公民館、検見川公民館、花見川公民館、 

こてはし台公民館、朝日ケ丘公民館、さつきが丘公民館、長作公民館、 

幕張本郷公民館 

【稲毛区】 稲毛公民館、黒砂公民館、草野公民館、小中台公民館、山王公民館、 

千草台公民館、都賀公民館、轟公民館、緑が丘公民館 

【若葉区】 更科公民館、白井公民館、加曽利公民館、大宮公民館、若松公民館、 

みつわ台公民館、千城台公民館、桜木公民館 

【緑区】  土気公民館、越智公民館、おゆみ野公民館 

※美浜区は、土砂災害警戒区域の指定がないため、開設していません。 

 

 
令和６年９月３日 
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